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(57)【要約】
【課題】　塗布直後に優れたツヤを有しながら、経時で皮脂が出てきてもテカリがなく、
毛穴を目立たなくする化粧料を提供する。
【解決手段】　（ａ）シリコーンエラストマー粒子またはシリコーンエラストマー／シリ
コーンレジン複合粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した被覆粒子と、
　（ｂ）揮発性シリコーン油を含む油性成分を含み、
　油性成分の屈折率が、全体として、１．３９～１．４３であることを特徴とする化粧料
。
【選択図】　　　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）シリコーンエラストマー粒子またはシリコーンエラストマー／シリコーンレジン
複合粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した被覆粒子と、
　（ｂ）揮発性シリコーン油を含む油性成分を含み、
　油性成分の屈折率が、全体として、１．３９～１．４３であることを特徴とする化粧料
。
【請求項２】
　請求項１に記載の化粧料において、薄片状基板粉体が光輝性粉体であることを特徴とす
る化粧料。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の化粧料において、（ａ）成分の配合量が１～１０質量％であ
ることを特徴とする化粧料。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の化粧料において、４量体または３量体の揮発性ジメチ
ルポリシロキサンの配合量が、揮発性シリコーン油中５０％以上であることを特徴とする
化粧料。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の化粧料において、肌に塗布した後、（ａ）成分由来の
ツヤが、経時で低減することを特徴とする化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は化粧料に関し、特に塗布直後に優れたツヤを有しながら、経時で皮脂が出てき
てもテカリがなく、毛穴を目立たなくする化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　肌の色彩的な欠陥を補正する方法として、粉末の光学特性の利用が、自然に補正する方
法として最も有効であることが知られており、実際には光干渉性雲母チタンが幅広く活用
されている。しかしながら、雲母チタンは表面反射が強いため、過度に配合すると、チカ
チカしたような仕上がりや、毛穴・小じわなどの肌の凹凸を目立たせてしまうという欠点
もあり、自然な仕上がりと光学特性による補正との両立は大変難しかった。
【０００３】
　このような状況に対して、雲母チタンなどの薄片状基板粉体の表面にさまざまな粒子を
被覆させることで、基板粉体由来の表面反射を抑制し、肌の凹凸が補正されてかつ自然な
仕上がりが得られることが可能となった。
　これまで用いられてきた被覆させる粒子としては、ポリメチルメタクリレート等のアク
リル樹脂（屈折率約１．４９、特許文献１参照）、水酸化アルミニウム（屈折率１．５８
～１．７６）、硫酸バリウム（屈折率１．６４、特許文献２参照）、酸化亜鉛（屈折率１
．９５、特許文献３参照）などが挙げられる。
　また、近年、使用性の向上を目指して硫酸バリウム等の粉体にシリコーンエラストマー
を付着した複合粒子が知られている（特許文献４参照）。
【０００４】
　油中水型乳化化粧料や油性化粧料等の化粧料においては、その軽い使用性などから、環
状シリコーンや低分子の直鎖状シリコーン等の揮発性シリコーン（屈折率約１．４）が油
相の主成分として使用され、それ以外の不揮発性油分や液状の紫外線吸収剤などが油相の
副成分として用いられている。
　揮発性シリコーンを主成分として使用している油中水型乳化化粧料や油性化粧料中では
、被覆粒子の屈折率と油相の屈折率は大きく乖離しており、揮発性シリコーンが揮発して
いない塗布直後の状態からその被覆粒子は散乱粒子として機能し、塗布直後から薄片状基
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板粉体由来の表面反射は抑えられる。
　一方、ファンデーションなどのメーキャップ製品は、塗布直後にツヤのある仕上がりに
なるように調節した場合、時間の経過とともに皮脂によるツヤが出るため、ツヤ（テカリ
）が過剰になり、化粧もちが悪い製品と評価されるという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－４８７０７号公報
【特許文献２】特開２００３－３４２１２７号公報
【特許文献３】特開２００３－２６１４２１号公報
【特許文献４】特開２０１１－１３３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は前記従来技術に鑑み行われたものであり、その解決すべき課題は、塗布直後に
優れたツヤを有しながら、経時で皮脂が出てきてもテカリがなく、毛穴を目立たなくする
化粧料を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らが前述の課題を解決すべく鋭意研究を行った結果、特定の粒子を特定の粉体
表面に被覆した被覆粒子および該被覆粒子と屈折率の近い油性成分を用いることで、塗布
直後には油性成分と該被覆粒子の屈折率が近い状態となり、該被覆粒子の散乱粒子として
の機能が弱くなり、該被覆粒子が被覆された基板粉体由来の光沢感が強く、塗布直後から
適度なツヤ感を与える。時間の経過と共に、皮脂が分泌され、その皮脂由来のツヤ感が増
加する。その一方で、油性成分中の揮発成分が揮発し、徐々に該被覆粒子と残存油性成分
（経時で分泌される皮脂も含む）の屈折率が乖離し始め、これに伴い該被覆粒子の散乱粒
子としての機能が徐々に発現する。これにより、該被覆粒子が被覆された基板粉体由来の
光沢感が徐々に低減する。これにより、塗布時のみならず、時間経過後（皮脂が分泌され
た後でも）も適度なツヤを維持し、毛穴を目立たなくする化粧料が得られることを見出し
、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち、本発明にかかる化粧料は、（ａ）シリコーンエラストマー粒子またはシリコ
ーンエラストマー／シリコーンレジン複合粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した被覆粒子
と、（ｂ）揮発性シリコーン油を含む油性成分を含み、油性成分の屈折率が、全体として
、１．３９～１．４３であることを特徴とする。
　前記化粧料において、薄片状基板粉体が光輝性粉体であることが好適である。
　前記化粧料において、（ａ）成分の配合量が１～１０質量％であることが好適である。
　前記化粧料において、４量体または３量体の揮発性ジメチルポリシロキサンの配合量が
、揮発性シリコーン油中５０％以上であることが好適である。
　前記化粧料において、肌に塗布した後、（ａ）成分由来のツヤが、経時で低減すること
が好適である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明にかかる化粧料は、（ａ）シリコーンエラストマー粒子またはシリコーンエラス
トマー／シリコーンレジン複合粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した被覆粒子と、（ｂ）
揮発性シリコーン油を含み、屈折率が、全体として、１．３９～１．４３である油性成分
を含む化粧料であり、塗布直後に優れたツヤを有しながら、経時で皮脂が出てきてもテカ
リがなく、毛穴を目立たなくする化粧料を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】シリコーンエラストマー／シリコーンレジン複合粒子を雲母チタン表面に被覆し
た被覆粒子を、（Ａ）ジメチルポリシロキサン中に２０％配合した試料、および（Ｂ）該
被覆粒子を粘着テープに塗布した試料の光学特性を示す図である。
【図２】ポリメチルメタクリレート粒子を雲母チタン表面に被覆した被覆粒子を、（Ａ）
ジメチルポリシロキサン中に２０％配合した試料、および（Ｂ）該粉体を粘着テープに塗
布した試料の光学特性を示す図である。
【図３】本発明にかかる（ａ）シリコーンエラストマー粒子またはシリコーンエラストマ
ー／シリコーンレジン複合粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した被覆粒子のＳＥＭ写真で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明にかかる化粧料は、（ａ）シリコーンエラストマー粒子またはシリコーンエラス
トマー／シリコーンレジン複合粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した被覆粒子と、（ｂ）
揮発性シリコーン油を含み、屈折率が、全体として、１．３９～１．４３である油性成分
、から構成されている。
　以下、各成分について詳細に説明する。
【００１２】
（（ａ）シリコーンエラストマー粒子またはシリコーンエラストマー／シリコーンレジン
複合粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した被覆粒子）
　本発明の（ａ）成分は、シリコーンエラストマー粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した
被覆粒子または、シリコーンエラストマー／シリコーンレジン複合粒子を薄片状基板粉体
表面に被覆した被覆粒子である。
【００１３】
　シリコーンエラストマー粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した被覆粒子は、薄片状基板
粉体の表面にシリコーンエラストマーが付着している粒子である。また、シリコーンエラ
ストマー／シリコーンレジン複合粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した被覆粒子は、シリ
コーンレジンをバインダーとして、薄片状基板粉体の表面にシリコーンエラストマーが付
着している粒子である。
【００１４】
　（ａ）被覆粒子は、屈折率が１．３８５～１．４３５であることが好ましい。（ａ）成
分の屈折率がこの範囲外では、本発明の効果が得られない場合がある。
　ただし、以下に示すような通常の製造方法で得られた（ａ）成分は、この屈折率範囲を
満たしている。
【００１５】
　本発明の化粧料において、（ａ）成分の配合量は、化粧料全量中１質量％以上であるこ
とが好ましく、１．５質量％以上であることがより好ましく、３質量％以上であることが
特に好ましい。（ａ）成分の配合量が少なすぎると、本発明の効果が得られない場合があ
る。
　また、（ａ）成分の配合量は、化粧料全量中１０質量％以下であることが好ましい。（
ａ）成分の配合量が多すぎると、ツヤ感が過度になり、経時でのテカリのなさおよび毛穴
の目立たなさに劣る場合がある。
　以下に、本発明にかかる（ａ）被覆粒子の構成成分および製造方法を説明する。
【００１６】
・薄片状基板粉体
　薄片状基板粉体は、例えば、雲母、タルク、カオリン等の層状粉体が挙げられる。また
、粉体表面を二酸化チタン等の金属酸化物で被覆した干渉色を発現する薄片状基板粉体、
すなわち光輝性粉体を用いることもできる。薄片状基板粉体としては、光輝性粉体が好ま
しく、二酸化チタン被覆雲母（すなわち雲母チタン）がさらに好ましい。
【００１７】
・シリコーンエラストマー
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　シリコーンエラストマーは、下記式（１）で示される線状オルガノシロキサンブロック
を有するゴム弾性体である。
（化１）
　－（Ｒ1

2ＳｉＯ2/2）n－　　　　　　　　（１）
【００１８】
　Ｒ1は、置換または非置換の炭素数１～３０の１価炭化水素基であり、ｎは、５～５，
０００の正数である。
　Ｒ1としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘ
キシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、
テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、
ノナデシル基、エイコシル基、ヘニコシル基、ドコシル基、トリコシル基、テトラシル基
、トリアコチル基等のアルキル基；シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル
基、シクロヘプチル基等のシクロアルキル基；フェニル基、トリル基、ナフチル基等のア
リール基；ベンジル基、フェネチル基、β－フェニルプロピル基等のアラルキル基；ビニ
ル基、アリル基等のアルケニル基；およびこれらの基の炭素原子に結合した水素原子の一
部または全部をハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）等の原子
および／またはアクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ基、エポキシ基、グリシド
キシ基、アミノ基、メルカプト基、カルボキシル基等の置換基で置換した炭化水素基等が
挙げられる。
【００１９】
　シリコーンエラストマーのゴム硬度は、柔らかい方はＪＩＳ　Ｋ　６２５３に規定され
ているタイプＥデュロメータによる測定で１０以上が好ましく、２０以上がより好ましい
。タイプＥデュロメータで１０未満では、凝集性が高くなり、さらさら感、なめらかさ等
の使用感、伸展性が乏しくなる場合がある。
　シリコーンエラストマーのゴム硬度は、硬い方はタイプＡデュロメータによる測定で、
９０以下が好ましく、８０以下がより好ましい。タイプＡデュロメータで９０を超えると
、やわらかな感触が乏しくなる場合がある。
【００２０】
　シリコーンエラストマーは、硬化性液状シリコーン組成物から得られるものであるが、
その硬化は、メトキシシリル基（≡ＳｉＯＣＨ3）とヒドロキシシリル基（≡ＳｉＯＨ）
、ヒドロシリル基（≡ＳｉＨ）とヒドロキシシリル基（≡ＳｉＯＨ）等との縮合反応、メ
ルカプトプロピルシリル基（≡Ｓｉ－Ｃ3Ｈ6ＳＨ）とビニルシリル基（≡ＳｉＣＨ＝ＣＨ

2）とのラジカル反応、ビニルシリル基（≡ＳｉＣＨ＝ＣＨ2）とヒドロシリル基（≡Ｓｉ
Ｈ）との付加反応によるもの等が例示されるが、反応性の点から、縮合反応または付加反
応によるものが好ましい。
【００２１】
　例えば、付加反応による硬化でシリコーンエラストマーとする場合、下記平均組成式（
２）
（化２）
　Ｒ2

aＲ
3
bＳｉＯ(4-a-b)/2　　　　　（２）

で示される一分子中に１価オレフィン性不飽和基を少なくとも２個有するオルガノポリシ
ロキサンと、下記平均組成式（３）
（化３）
　Ｒ4

cＨdＳｉＯ(4-c-d)/2　　　　　 （３）
で示される一分子中にケイ素原子に結合した水素原子を少なくとも３個有するオルガノハ
イドロジェンポリシロキサンが、１価オレフィン性不飽和基１個に対しヒドロシリル基が
０．５～２個となるような比率で配合された硬化性液状シリコーン組成物を白金系触媒の
存在下において付加重合させればよい。
【００２２】
　Ｒ2は脂肪族不飽和基を除く、置換または非置換の炭素数１～３０の１価炭化水素基で
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ある。
　Ｒ2としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘ
キシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、
テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、
ノナデシル基、エイコシル基、ヘニコシル基、ドコシル基、トリコシル基、テトラシル基
、トリアコチル基等のアルキル基；シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル
基、シクロヘプチル基等のシクロアルキル基；フェニル基、トリル基、ナフチル基等のア
リール基；ベンジル基、フェネチル基、β－フェニルプロピル基等のアラルキル基；およ
びこれらの基の炭素原子に結合した水素原子の一部または全部をハロゲン原子（フッ素原
子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子）等の原子および／またはアクリロイルオキシ基、
メタクリロイルオキシ基、エポキシ基、グリシドキシ基、カルボキシル基等の置換基で置
換した炭化水素基等が挙げられる。
　Ｒ2は、８０モル％以上、好ましくは９０モル％以上が、アルキル基、アリール基、ア
ラルキル基、シクロアルキル基等の反応性のない基であることが好ましい。
【００２３】
　Ｒ3は炭素数２～６の１価オレフィン性不飽和基である。
　Ｒ3としては、ビニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基等が挙
げられるが、工業的にはビニル基であることが好ましい。
　ａ、ｂは、０＜ａ＜３、０＜ｂ≦３、０．１≦ａ＋ｂ≦３で示される正数であり、０＜
ａ≦２．２９５、０．００５≦ｂ≦２．３、０．５≦ａ＋ｂ≦２．３であることが好まし
い。
【００２４】
　Ｒ4は脂肪族不飽和基を除く、置換または非置換の炭素数１～３０の１価の炭化水素基
である。
　Ｒ4としては、Ｒ2と同じものが挙げられる。
　ｃ、ｄは０＜ｃ＜３、０＜ｄ≦３、０．１≦ｃ＋ｄ≦３で示される正数であり、０＜ｃ
≦２．２９５、０．００５≦ｄ≦２．３、０．５≦ｃ＋ｄ≦２．３であることが好ましい
。
【００２５】
　例えば、縮合反応による硬化でシリコーンエラストマーとする場合、一分子中にケイ素
原子に結合したヒドロキシル基を少なくとも２個有するオルガノポリシロキサンと一分子
中にケイ素原子に結合した水素原子を少なくとも３個有するオルガノハイドロジェンポリ
シロキサンからなる液状シリコーン組成物を縮合触媒の存在下において縮合重合させれば
よい。
【００２６】
　シリコーンエラストマーの配合量は、薄片状基板粉体１００質量部に対して、０．５質
量部以上が好ましく、１質量部以上がより好ましく、２質量部以上が特に好ましい。配合
量が少なすぎると、顕著なソフトフォーカス効果、さらさら感、なめらかさ、伸延性、し
っとり感、やわらかさ等、良好な使用感が得られない場合がある。
　また、シリコーンエラストマーの配合量は、薄片状基板粉体１００質量部に対して、１
００質量部以下が好ましく、７０質量部以下がより好ましく、５０質量部以下が特に好ま
しい。配合量が多すぎると、凝集性が高くなり、さらさら感、なめらかさ等の使用感、伸
展性が乏しくなる場合がある。
【００２７】
・シリコーンレジン
　薄片状基板粉体とシリコーンエラストマーとのバインダーとして、シリコーンレジンを
用いることが好ましい。シリコーンレジンをバインダーとして、被覆粒子を得ることで、
シリコーンエラストマーが薄片状基板粉体表面に固着され、粉体表面から脱落しにくくな
り、シリコーンエラストマーの付着の均一性が高まり、より良好な使用感を付与すること
が可能となる。シリコーンレジンは、薄片状基板粉体表面および／またはシリコーンエラ
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ストマー表面に部分的にまたは全面に付着していてもよい。
【００２８】
　本発明のシリコーンレジンは、〔Ｒ5ＳｉＯ3/2〕、〔Ｒ5

2ＳｉＯ2/2〕、〔Ｒ5
3ＳｉＯ1

/2〕、〔ＳｉＯ4/2〕から選択され、少なくとも〔Ｒ5ＳｉＯ3/2〕または〔ＳｉＯ4/2〕を
含む１種または２種以上の構造単位からなる重合体である。
　Ｒ5は、それぞれ独立に、炭素数１～２０の一価有機基である。
　下記製造方法によって、アルコキシシラン、シラノール基含有シランおよびこれらの部
分縮合物から選ばれる化合物の加水分解・縮合反応によりシリコーンレジンを製造するが
、一部縮合反応せずにシラノール基が残存するため、正確には、下記シラノール基を含有
する構造単位から選択されるものも含む共重合体である。
【００２９】
【化４】

【００３０】
　〔Ｒ5ＳｉＯ3/2〕または〔ＳｉＯ4/2〕を含む構造体でないと、レジン状の固体物とな
り得ない。少なくとも〔Ｒ5ＳｉＯ3/2〕または〔ＳｉＯ4/2〕を含み、常温でレジン状の
固体物で、かつ下記に示すような化粧料に用いられる油剤に不溶であるならば、上記構造
単位の比率、重合度、および硬度は特に限定されない。ただし、融点が低いと、気温の高
い雰囲気での保管時、また乾燥工程において、複合粒子同士が融着するので、融点は５０
℃以上が好ましく、８０℃以上がより好ましい。
　〔ＳｉＯ4/2〕単位が多いと滑り性が低下することから、〔Ｒ5ＳｉＯ3/2〕、〔Ｒ5

2Ｓ
ｉＯ2/2〕、〔Ｒ5

3ＳｉＯ1/2〕から選ばれ、〔Ｒ5ＳｉＯ3/2〕を含む１種または２種以上
の構造単位からなる重合体が好ましい。また、５０モル％以上が〔Ｒ5ＳｉＯ3/2〕単位で
ある構造がより好ましく、７０モル％以上が〔Ｒ5ＳｉＯ3/2〕単位である構造が特に好ま
しい。
【００３１】
　Ｒ5としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘ
キシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、
トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オ
クタデシル基、ノナデシル基、エイコシル基等のアルキル基；シクロブチル基、シクロペ
ンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基等のシクロアルキル基；フェニル基、ト
リル基、ナフチル基等のアリール基；ベンジル基、フェネチル基、β－フェニルプロピル
基等のアラルキル基；ビニル基、アリル基等のアルケニル基；およびこれらの基の炭素原
子に結合した水素原子の一部または全部をハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原
子、ヨウ素原子）等の原子および／またはアクリロイルオキシ基、メタクリロイルオキシ
基、エポキシ基、グリシドキシ基、アミノ基、メルカプト基、カルボキシル基等の置換基
で置換した炭化水素基等が挙げられる。
　下記製造方法によって、アルコキシシラン、シラノール基含有シラン、およびこれらの
部分縮合物から選ばれる化合物の加水分解・縮合反応によりレジン状シリコーンを製造す
る。Ｒ5は、縮合反応性の点から、５０モル％以上がメチル基であることが好ましく、７
０モル％以上がメチル基であることがより好ましい。
【００３２】
　バインダーとしてシリコーンレジンを用いる場合、シリコーンレジンの配合量は、シリ
コーンエラストマー１００質量部に対して、１０質量部以上が好ましく、２０質量部以上
がより好ましく、３０質量部以上が特に好ましい。配合量が少なすぎると、シリコーンエ
ラストマーの付着の均一性が低くなる場合がある。
　また、シリコーンレジンの配合量は、シリコーンエラストマー１００質量部に対して、
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５００質量部以下が好ましく、３００質量部以下がより好ましく、２００質量部以下が特
に好ましい。配合量が多くなると、シリコーンエラストマーのやわらかな感触が発現しな
くなる場合がある。
【００３３】
　なお、付着したシリコーンエラストマーの粒径は、５０ｎｍ～１μｍが好ましく、１０
０～８００ｎｍがより好ましい。
【００３４】
・（ａ）被覆粒子の製造方法
　シリコーンレジンをバインダーとして、薄片状基板粉体の表面にシリコーンエラストマ
ーを付着してなる被覆粒子は、例えば、薄片状基板粉体およびシリコーンエラストマーが
分散された混合水分散液に、アルコキシシラン、シラノール基含有シランおよびこれらの
部分縮合物から選ばれる化合物とを添加し、これらの化合物を加水分解・縮合反応させる
ことにより得ることができる。
【００３５】
　薄片状基板粉体は、配合される水１００質量部に対して、３～１５０質量部が好ましく
、５～５０質量部がより好ましい。３質量部未満では効率が悪くなる場合があり、１５０
質量部を超えると混合水分散液の粘度が高くなるため、薄片状基板粉体にシリコーンエラ
ストマーを付着させにくくなる場合がある。薄片状基板粉体は、予め水分散液に調製され
たものを用いてもよい。
【００３６】
　シリコーンエラストマーの製造方法には特に限定はなく、公知のシリコーンエラストマ
ーの分散液を調製する方法が用いられる。例えば、硬化性液状シリコーン組成物を、界面
活性剤を用いて水中に乳化した後、硬化反応させることによって製造することができる。
例えば、付加反応による硬化でシリコーンエラストマーとする場合、上記のオレフィン性
不飽和基を有するオルガノポリシロキサンとオルガノハイドロジェンポリシロキサンとか
らなる硬化性液状シリコーン組成物に、界面活性剤と水を添加し乳化を行い、エマルジョ
ンとした後に白金系触媒を添加して付加重合させる方法が挙げられる。
【００３７】
　また、別の方法として、乳化重合で製造した硬化性液状シリコーン組成物を使用する方
法が挙げられる。例えば、縮合反応による硬化でシリコーンエラストマーとする場合、一
般式［Ｒ6

2ＳｉＯ］m（Ｒ6は置換または非置換の炭素数１～３０の１価炭化水素基、ｍは
３～７の数）で示されるシクロポリシロキサンに、界面活性剤と水を添加し乳化を行い、
次いで酸を添加して重合反応させた後、アルカリを添加して中和し、直鎖状の分子の両末
端にケイ素原子に結合したヒドロキシル基が含有したオルガノポリシロキサンのエマルジ
ョンを製造する。これにオルガノトリアルコキシシランおよび縮合触媒を添加して縮合重
合させる方法が挙げられる。
【００３８】
　乳化を行う際には、一般的な乳化分散機を用いればよく、その例としては、ホモディス
パー等の高速回転遠心放射型攪拌機、ホモミキサー等の高速回転剪断型攪拌機、ホモジナ
イザー等の高圧噴射式乳化分散機、コロイドミル、超音波乳化機等が挙げられる。
【００３９】
　得られたシリコーンエラストマーの水分散液は、固液分離させることなく、そのまま使
用することが好ましい。薄片状基板粉体およびシリコーンエラストマーが分散された混合
水分散液は、例えば、薄片状基板粉体、シリコーンエラストマーの分散液、必要に応じて
水を混合することにより得ることができる。
【００４０】
　また、薄片状基板粉体およびシリコーンエラストマーが分散された混合水分散液中には
、界面活性剤を含むことが好ましい。シリコーンエラストマーを、界面活性剤を用いて製
造した場合には、シリコーンエラストマーの水分散液中には、すでに界面活性剤は含まれ
ていることになる。場合によっては、薄片状基板粉体の分散性向上や表面に被覆させるシ
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リコーンエラストマーの均一性を向上させる目的で、さらに界面活性剤を追加することが
好ましい場合がある。薄片状基板粉体とシリコーンエラストマーとの混合水分散液中の界
面活性剤の配合量は、水１００質量部に対し、０．０１～３質量部が好ましい。
【００４１】
　アルコキシシラン、シラノール基含有シラン、これらの部分縮合物は、酸性物質または
アルカリ性物質の触媒作用により、加水分解・縮合反応し、シリコーンレジンとなる。
【００４２】
　アルコキシシランは、一般式Ｒ5Ｓｉ（ＯＲ7）3、Ｒ5

2Ｓｉ（ＯＲ7）2、Ｒ5
3ＳｉＯＲ7

およびＳｉ（ＯＲ7）4で示される。
　Ｒ5は上記と同じである。
　Ｒ7は、非置換の炭素数１～６の１価炭化水素基である。
　Ｒ7としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基
が挙げられるが、反応性の点からメチル基であることが好ましい。
【００４３】
　アルコキシシランＲ5Ｓｉ（ＯＲ7）3、Ｒ5

2Ｓｉ（ＯＲ7）2、Ｒ5
3ＳｉＯＲ7、Ｓｉ（Ｏ

Ｒ7）4は、それぞれ、レジン状シリコーンの構造単位〔Ｒ5ＳｉＯ3/2〕、〔Ｒ5
2ＳｉＯ2/

2〕、〔Ｒ5
3ＳｉＯ1/2〕、〔ＳｉＯ4/2〕の単位源となる。よって、Ｒ5Ｓｉ（ＯＲ7）3、

Ｒ5
2Ｓｉ（ＯＲ7）2、Ｒ5

3ＳｉＯＲ7、Ｓｉ（ＯＲ7）4の配合比は、所望とするレジン状
シリコーンの構造になるように決定すればよい。すなわち、モル比で、所望とする構造単
位〔Ｒ5ＳｉＯ3/2〕：〔Ｒ5

2ＳｉＯ2/2〕：〔Ｒ5
3ＳｉＯ1/2〕：〔ＳｉＯ4/2〕＝Ｒ5Ｓｉ

（ＯＲ7）3、Ｒ5
2Ｓｉ（ＯＲ7）2、Ｒ5

3ＳｉＯＲ7、Ｓｉ（ＯＲ7）4とすればよい。
【００４４】
　シラノール基含有シランは、上記アルコキシシランの一般式のＲ7が、水素である化合
物である。アルコキシシラン、シラノール基含有シラン、これらの縮合物から、所望とす
る構造単位となるように、適宜選択すればよい。
【００４５】
　少なくとも薄片状基板粉体、シリコーンエラストマー、酸性物質またはアルカリ性物質
を含む水分散液を攪拌しながら、アルコキシシラン、シラノール基含有シランおよびこれ
らの部分縮合物から選ばれる化合物を添加し、加水分解・縮合反応させる。アルコキシシ
ラン、シラノール基含有シランおよびこれらの部分縮合物から選ばれる化合物は、徐々に
滴下して添加してもよく、水に溶解させた形態または水に分散させた形態で添加してもよ
く、アルコール等の水溶性有機溶剤を配合したものを添加してもよい。加水分解・縮合反
応により、シリコーンレジンが、薄片状基板粉体の表面および／またはシリコーンエラス
トマーの表面上に形成され、それと共に薄片状基板粉体と、シリコーンエラストマーの付
着が起こり、薄片状基板粉体表面に、シリコーンレジンをバインダーとして、シリコーン
エラストマーを付着させた被覆粒子が形成される。
　粉体表面にシリコーンエラストマーを均一に付着させる目的で、水分散液にアルコール
等の水溶性有機溶剤を配合してもよい。
【００４６】
　加水分解・縮合反応後、水分を除去する。水分の除去は、例えば、反応後の水分散液を
常圧下または減圧下に加熱することにより行うことができ、具体的には、分散液を加熱下
で静置して水分を除去する方法、分散液を加熱下で攪拌流動させながら水分を除去する方
法、スプレードライヤーのように熱風気流中に分散液を噴霧、分散させる方法、流動熱媒
体を利用する方法等が挙げられる。
　なお、この操作の前処理として、加熱脱水、加圧ろ過等の濾過分離、遠心分離、デカン
テーション等の方法で分散液を濃縮してもよいし、必要ならば分散液を水やアルコール等
で洗浄してもよい。
【００４７】
（（ｂ）揮発性シリコーン油を含む油性成分）
　揮発性シリコーン油は、１気圧での沸点が３００℃以下のシリコーン油である。揮発性
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シリコーン油としては、例えば、低分子量のジメチルポリシロキサン、シクロペンタシロ
キサン、シクロヘキサシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシ
クロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン等が挙げられる。
【００４８】
　なお、揮発性シリコーン油である４量体または３量体のジメチルポリシロキサンの配合
量が、揮発性シリコーン油中５０％以上であることが好ましい。４量体または３量体のジ
メチルポリシロキサンの配合量が少なすぎると、効果を実感するまでに時間がかかりすぎ
る場合がある。
【００４９】
　揮発性シリコーン油以外の油性成分としては、高分子量のジメチルポリシロキサン（例
えば、６ｃｓ）等の不揮発性シリコーン油、油脂、ロウ類、炭化水素油、高級脂肪酸、高
級アルコール、エステル油、油溶性紫外線吸収剤等が挙げられる。
　なお、本発明において、油分に溶解するシリコーンポリオール（例えば、ＰＥＧ－１０
　ジメチコン等）、シリコーンポリグリセリルなどの界面活性剤および分散剤は、油性成
分に含まれる。
【００５０】
　本発明の化粧料において、（ｂ）揮発性シリコーン油を含む油性成分の屈折率は、全体
として、１．３９～１．４３であることが必要である。また、１．４２以下であることが
好ましい。油性成分の屈折率が１．３９～１．４３の範囲外であると、（ａ）成分との屈
折率が大きく異なってしまうため、塗布時のツヤが過剰になったり、経時でテカリが出た
り、毛穴が目立ってしまう場合がある。
【００５１】
　揮発性シリコーン油の配合量は、油性成分中５０％以上であることが好ましい。油性成
分中における揮発性シリコーン油の配合量が少なすぎると、経時でのテカリのなさおよび
毛穴の目立たなさに劣る場合がある。
【００５２】
　本発明の化粧料には、上記成分の他に、通常化粧料に用いられる他の成分を必要に応じ
て配合し、常法により製造することができる。このような成分としては、例えば、（ａ）
成分以外の粉末成分、（ｂ）成分以外の界面活性剤および分散剤、保湿剤、水溶性高分子
、水溶性紫外線吸収剤、増粘剤、皮膜剤、金属イオン封鎖剤、低級アルコール、多価アル
コール、糖、アミノ酸、有機アミン、高分子エマルジョン、ｐＨ調整剤、皮膚栄養剤、ビ
タミン、酸化防止剤、酸化防止助剤、色素、安定化剤、着色剤、防腐剤等が挙げられる。
【００５３】
　本発明の化粧料には、効果を損なわない範囲において、（ａ）成分以外の粉末成分を配
合することもできる。このような粉末成分としては、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、ベ
ンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、群青、酸化セリウム、タルク、雲母、セリサイト、カオリ
ン、ベントナイト、クレー、ケイ酸、無水ケイ酸、ケイ酸マグネシウム、ステアリン酸亜
鉛、含フッ素金雲母、合成タルク、硫酸バリウム、硫酸マグネシウム、硫酸カルシウム、
チッ化ホウ素、オキシ塩化ビスマス、アルミナ、酸化ジルコニウム、酸化マグネシウム、
酸化クロム、カラミン、炭酸マグネシウムおよびこれらの複合体等の無機粉体；シリコー
ン粉末、シリコーン弾性粉末、ポリウレタン粉末、セルロース粉末、ナイロン粉末、ポリ
メタクリル酸メチル粉末、スターチ、ポリエチレン粉末およびこれらの複合体等の有機粉
体等が挙げられる。
【００５４】
　本発明の化粧料は、油性成分を含む化粧料に広く適用することが可能である。このよう
な化粧料のうち、本発明の化粧料は、油中水型乳化化粧料または油性化粧料であることが
好ましい。油中水型乳化化粧料または油性化粧料としては、例えば、ファンデーション、
サンスクリーン、美容液、乳液、クリーム、パック、口紅、アイシャドー、アイライナー
、マスカラ、洗顔料、洗浄料等が挙げられる。
【実施例】
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【００５５】
　本発明について以下に実施例を挙げてさらに詳述するが、本発明はこれによりなんら限
定されるものではない。配合量は特記しない限り質量％で示す。
【００５６】
　化粧料を塗布直後にツヤのある仕上がりになるように調製した場合、時間の経過ととも
に発生する皮脂由来のツヤのために、肌上のツヤ（テカリ）が強くなりすぎてしまうとい
う問題点があった。本発明者らは、この問題点を解決するために、塗布直後はツヤがあり
、経時でそのツヤが低減するような化粧料を開発したいと考えた。このような化粧料を開
発できれば、経時で皮脂由来のツヤ（テカリ）が出てしまっても、化粧料自体のツヤが低
減するため、適度なツヤを有する肌を実現できる。
【００５７】
　本発明者らは、薄片状基板粉体の表面に被覆する粒子の屈折率と、化粧料中の油性成分
の屈折率が近い場合に、屈折率のマッチングが起こり、ツヤが出るけれども、経時で油性
成分中の揮発性シリコーン油が揮発し、皮脂（屈折率１．４５～１．４７）が出てくると
、屈折率のマッチングが起こらず、ツヤが低減し、顕著な凹凸補正効果も発現できるので
はないかと考えた。
【００５８】
　そこで、薄片状基板粉体（雲母チタン）表面にシリコーンエラストマー／シリコーンレ
ジン複合粒子を被覆した被覆粒子を、下記製造方法により製造し、ジメチルポリシロキサ
ン（屈折率１．４）中に２０％配合した場合、および、該被覆粒子のみの場合の光学特性
を測定した。結果をそれぞれ図１（Ａ）および図１（Ｂ）に示す。
　また、薄片状基板粉体（雲母チタン）表面にポリメチルメタクリレート粒子（屈折率１
．４９）を被覆した被覆粒子を、同様に、ジメチルポリシロキサン（屈折率１．４）中に
２０％配合した場合、および、該粉体のみの場合の光学特性を測定した。結果をそれぞれ
図２（Ａ）および図２（Ｂ）に示す。
　なお、光学特性は、変角光沢度計（村上色彩技術研究所製）によって測定した。変角光
沢度計の光の入射角は４５°に固定し、各試料の光の反射特性を、受光角を６５°～１７
５°の範囲で変化させながら測定し、これらの反射特性をＬ値で評価した。
【００５９】
・シリコーンエラストマー／シリコーンレジン複合粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した
被覆粒子の製造方法
　錨型攪拌翼による攪拌装置の付いた容量３リットルのガラスフラスコに、雲母チタン（
商品名：チミロンスーパーレッド（メルク社製）、粒子径約２０μｍ）１８０ｇ、（ジメ
チコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー水分散液　３１．５ｇ（雲母チタン１００質
量部に対し、（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマーが８．２質量部となる量
）、３０％ドデシルトリメチルアンモニウムクロライド水溶液（商品名：カチオンＢＢ、
日油社製）５ｇ、２８％アンモニア水２９ｇ、および水１，２３３ｇを仕込んだ。５～１
０℃に温度調整した後、メチルトリメトキシシラン２８．３ｇ（（ジメチコン／ビニルジ
メチコン）クロスポリマー１００質量部に対し、加水分解・縮合反応後のシリコーンレジ
ンが１１４．３質量部となる量）を２０分かけて滴下し、この間の液温を５～１０℃に保
ち、さらに１時間攪拌を行った。次いで、５５～６０℃まで加熱し、その温度を保ったま
ま１時間攪拌を行い、メチルトリメトキシシランの加水分解・縮合反応を完結させた。得
られた懸濁液を、加圧ろ過器を用いて脱水した。脱水物を錨型攪拌翼による攪拌装置の付
いた容量３リットルのガラスフラスコに移し、水１，０００ｇを添加し、３０分間攪拌を
行った後、加圧ろ過器を用いて脱水した。再度、脱水物をガラスフラスコに移し、１１０
℃のオイルバスにフラスコを浸し、攪拌しながら乾燥を行い、流動性のある被覆粒子を得
た。
　なお、用いたシリコーンエラストマー（（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリ
マー）の屈折率（測定温度：２５℃）は１．４０、バインダーとして用いたシリコーンレ
ジンの屈折率（測定温度：２５℃）は１．４２であった。また、この被覆粒子の屈折率は
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、１．４１であった。
　得られた被覆粒子のＳＥＭ写真を図３に示す。
【００６０】
　複合粒子そのものを測定した図１の（Ｂ）と図２の（Ｂ）を比較すると、表面にシリコ
ーンエラストマー／シリコーンレジン複合粒子を被覆した被覆粒子の方が表面にポリメチ
ルメタクリレート粒子を被覆した被覆粒子よりも明度値が低く、ツヤが低いことがわかる
。一方で、図１の（Ａ）と図２の（Ａ）を比較すると、屈折率の近い溶媒中に被覆粒子を
配合した方（図１の（Ａ））が、屈折率の異なる溶媒中に被覆粒子を配合した方（図２の
（Ａ））よりも、やや明度値が高くつやがあることがわかる。これは、屈折率の近い溶媒
中に被覆粒子を配合した方が、被覆粒子の散乱粒子としての機能が弱められたためである
。
　したがって、ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー粒子被覆雲母チタンのよう
な被覆粒子は、屈折率の近い溶媒（揮発性シリコーン油等）中から、屈折率の異なる溶媒
（揮発性油分揮発後の油分および皮脂）中に存在させることで、ツヤを低減することがで
きることが示唆された。
【００６１】
　次に、このような被覆粒子をさまざまな屈折率の油性成分を有する化粧料中に実際に配
合した。なお、以下の試験例において用いられたジメチコン／ビニルジメチコンクロスポ
リマー粒子被覆雲母チタンは全て、上記製造方法で得られた被覆粒子である。
　本発明者らは、配合する油性成分の種類を変化させ、下記表１に示す配合組成よりなる
試料（油性化粧料）を、下記製造方法により製造した。そして、各試料を評価項目（１）
、（３）、（４）について、下記評価基準で評価した。結果を表１に示す。
【００６２】
・油性化粧料製造方法
　油分および界面活性剤（ＰＥＧ－１０　ジメチコン）を混合し、粉末を添加し、ホモジ
ナイザー（9000rpm）で２分間分散させた。その後、脱気を行い、油性化粧料を得た。
【００６３】
　本発明で用いた評価方法を、以下で説明する。
評価（１）：ツヤ
　専門パネル１５名が顔に試料を塗布し、塗布直後の使用感を評価した。
○：１２名以上のパネルが適度なツヤがあると回答した。
△：８名以上１２名未満のパネルが適度なツヤがあると回答した。
×：８名未満のパネルが適度なツヤがあると回答した。
【００６４】
評価（２）：毛穴の目立たなさ
　専門パネル１５名が顔に試料を塗布し、塗布直後の使用感を評価した。
○：１２名以上のパネルが毛穴が目立たないと回答した。
△：８名以上１２名未満のパネルが毛穴が目立たないと回答した。
×：８名未満のパネルが毛穴が目立たないと回答した。
【００６５】
評価（３）：経時でのテカリのなさ
　専門パネル１５名が顔に試料を塗布し、４時間後に使用感を評価した。
○：１２名以上のパネルがテカリがないと回答した。
△：８名以上１２名未満のパネルがテカリがないと回答した。
×：８名未満のパネルがテカリがないと回答した。
【００６６】
評価（４）：経時での毛穴の目立たなさ
　専門パネル１５名が顔に試料を塗布し、４時間後に使用感を評価した。
○：１２名以上のパネルが毛穴が目立たないと回答した。
△：８名以上１２名未満のパネルが毛穴が目立たないと回答した。
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×：８名未満のパネルが毛穴が目立たないと回答した。
【００６７】
【表１】

 
【００６８】
　試験例１－１～１－４によると、シリコーンエラストマー／シリコーンレジン複合粒子
であるジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー粒子を薄片状基板粉体表面に被覆し
た被覆粒子と、屈折率が近い（１．４付近の）油性成分を含む油性化粧料は、塗布時のツ
ヤに優れ、経時でもテカリがなく、毛穴も目立たないものであった。
　また、同じ被覆粒子を配合しても、被覆粒子と屈折率が大きく異なる油性成分を用いた
試験例１－５は、塗布時のツヤが弱く、経時でのテカリや毛穴の目立たなさが弱いものと
なった。
【００６９】
　さらに、本発明者らは、油性成分の種類を変化させ、下記表２に示す配合組成よりなる
試料（油中水型乳化化粧料）を、下記製造方法により製造した。そして、各試料を評価項
目（１）、（３）、（４）について、上記評価基準で評価した。結果を表２に示す。
　なお、以下の試験例で用いた油性成分は、上記表１と同じ成分であった。また、表２で
用いられているジメチコン（１．５ｃｓ）、シクロペンタシロキサン、スクワラン、流動
パラフィンの屈折率はそれぞれ、１．３９、１．４、１．４３、１．４７であった。
【００７０】
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・油中水型乳化化粧料製造方法
　油分および界面活性剤（ＰＥＧ－１０　ジメチコン）を混合し、粉末を添加し、ホモジ
ナイザー（9000rpm）で１分間分散させた。その後、水相を徐々に添加し、ホモジナイザ
ー（9000rpm）で１分間乳化させた。その後、脱気を行い、油中水型乳化化粧料を得た。
【００７１】
【表２】

 
【００７２】
　試験例２－１～２－１０によると、ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー粒子
を薄片状基板粉体表面に被覆した被覆粒子と、屈折率が近い（１．４付近の）油性成分を
含む油中水型乳化化粧料は、塗布時のツヤに優れ、経時でもテカリがなく、毛穴も目立た
ないものであった。
　なお、試験例２－１０の油中水型乳化化粧料は、塗布時にツヤがやや弱いが、経時での
テカリのなさおよび毛穴の目立たなさは優れていた。
　また、同じ被覆粒子を配合しても、被覆粒子と屈折率が大きく異なる油性成分を用いた
油中水型乳化化粧料（試験例２－１１、２－１２）は、塗布時のツヤが弱い仕上がりとな
った。
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【００７３】
　したがって、化粧料に上記の被覆粒子と、屈折率が近い油性成分を配合することで、化
粧料自体のツヤを低減することができることがわかる。このような化粧料は、時間経過後
には、屈折率の異なる溶媒（揮発性油分揮発後の油分および皮脂）中に存在させることで
、テカリのなさおよび毛穴の目立たなさ（凹凸補正効果）も実現できる。
　以上のことから、本発明にかかる化粧料は、（ａ）シリコーンエラストマー粒子または
シリコーンエラストマー／シリコーンレジン複合粒子を薄片状基板粉体表面に被覆した被
覆粒子と、（ｂ）揮発性シリコーン油を含む油性成分を含み、油性成分の屈折率が、全体
として、１．３９～１．４３であることが必要である。
【００７４】
　次に、本発明者らは、薄片状基板粉体表面に被覆させる粒子を変化させた、下記表３に
示す配合組成よりなる試料（油中水型乳化化粧料）を、上記製造方法により製造した。そ
して、各試料を評価項目（１）～（４）について、上記評価基準で評価した。結果を表３
に示す。
　なお、表３における成分の後に記載の括弧内の数字は、各被覆粒子の屈折率である。
【００７５】
【表３】

 



(16) JP 2013-216602 A 2013.10.24

10

20

30

40

50

【００７６】
　表３によると、ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー粒子ではない粒子を被覆
した被覆粒子を５％配合した試験例３－２および試験例３－３は、塗布時のツヤが不十分
であった。
　また、粒子を被覆していない薄片状基板粉体のみを配合した試験例３－４は、塗布時の
ツヤは十分であるが、毛穴の目立たなさに劣り、塗布４時間後には過度のツヤによりテカ
リが目立つ仕上がりとなった。
　また、塗布後のツヤを十分にするために硫酸バリウム被覆雲母チタンを１５％配合する
と（試験例３－５）、塗布後のツヤが出てくるが、塗布４時間後には皮脂に由来すると思
われるツヤが過度に感じられ、テカリや毛穴が目立つ仕上がりとなった。
【００７７】
　次に、本発明者らは、ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー粒子を表面に被覆
される基板粉体を変化させた、下記表４に示す配合組成よりなる試料（油中水型乳化化粧
料）を、上記製造方法により製造した。そして、各試料を評価項目（１）、（３）、（４
）について、上記評価基準で評価した。結果を表４に示す。
【００７８】
【表４】
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【００７９】
　表４によると、基板粉体として合成金雲母、セリサイト、硫酸バリウムを用いるよりも
雲母チタンを用いた場合に、塗布時のツヤに優れていた。
　したがって、薄片状基板粉体として、雲母チタンに代表される光輝性粉体を用いること
が好ましい。
【００８０】
　次に、本発明の（ａ）被覆粒子の配合量について検討を行った。本発明者らは、下記表
５に示す配合組成よりなる試料（油中水型乳化化粧料）を、上記製造方法により製造した
。そして、各試料を評価項目（１）、（３）、（４）について、上記評価基準で評価した
。結果を表５に示す。
【００８１】
【表５】

 
【００８２】
　表５によると、（ａ）被覆粒子の配合量が少なすぎると、塗布時のツヤがなく、経時で
のテカリのなさおよび毛穴の目立たなさにも満足できなかった。
　また、（ａ）被覆粒子の配合量が多すぎると、ツヤが強すぎるために、経時で過度のツ
ヤに起因するテカリや毛穴の目立ちが感じられた。
　したがって、本発明の（ａ）被覆粒子の配合量は、１～１０％であることが好ましい。
【００８３】
　以下に、本発明の化粧料の処方例を挙げる。本発明はこの処方例によって限定されるも
のではない。
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【００８４】
処方例１　液状ファンデーション
デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　１５　質量％
ジメチコン（２ｃｓ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
ドデカメチルシクロヘキサシロキサン　　　　　　　　　　　　　１０
コハク酸ジエチルヘキシル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
水添ポリイソブテン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
２－エチルヘキサン酸２－エチルヘキシル　　　　　　　　　　　　２
ＰＥＧ－１０　ジメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
セスキイソステアリン酸ソルビタン　　　　　　　　　　　　　　　１
ＰＥＧ－９ポリジメチルシロキシエチルジメチコン　　　　　　　　２
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
ジステアリルジモニウムヘクトライト　　　　　　　　　　　　　　０．５
ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー粒子被覆雲母チタン　３
シリコーン処理酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７
シリコーン処理酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．５
シリコーン処理タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
球状ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー　　　　　　　　５
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　６
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
Ｌ－グルタミン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残余
【００８５】
処方例２　クリームファンデーション
デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　５　質量％
ジメチコン（２ｃｓ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０
ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン　　　　　　　　　　　　１
オクタン酸セチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
オクチルメトキシシンナメート　　　　　　　　　　　　　　　　　３
ＰＥＧ－１０　ジメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
ビスブチルジメチコンポリグリセリル－３　　　　　　　　　　　　１
ラウリルＰＥＧ－９ポリジメチルシロキシエチルジメチコン　　　　２
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
ジステアリルジモニウムヘクトライト　　　　　　　　　　　　　　１
ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー粒子被覆雲母チタン　５
シリコーン処理酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９
シリコーン処理酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
球状ポリメチルメタクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　　５
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　６
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
ＥＤＴＡ　３Ｎａ　２Ｈ２Ｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残余
【００８６】
処方例３　サンスクリーン
デカメチルシクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　１０　質量％
ジメチコン（１ｃｓ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５
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イソドデカン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
トリメチルシロキシケイ酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
オクチルメトキシシンナメート　　　　　　　　　　　　　　　　　５
ＰＥＧ－１０　ジメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
イソステアリン酸ジグリセリル　　　　　　　　　　　　　　　　　１
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
ジステアリルジモニウムヘクトライト　　　　　　　　　　　　　　０．２
ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー粒子被覆雲母チタン　３
表面処理（メチルハイドロジェンポリシロキサン＋ドデシル処理）酸化チタン（微粒子）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０
メチルシロキサン網状重合体粉末　　　　　　　　　　　　　　　　３
ポリメタクリル酸メチル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４
塩化カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
硫酸マグネシウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
エデト酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
メチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
エチルパラベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残余
【００８７】
処方例４　油性ファンデーション
ジメチコン（２ｃｓ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残余
ジメチコン（１ｃｓ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５　質量％
トリメチルシロキシケイ酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０
ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン　　　　　　　　　　　　３
パラメトキシケイ皮酸オクチル　　　　　　　　　　　　　　　　　５
ＰＥＧ－１０　ジメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
イソステアリン酸ジグリセリル　　　　　　　　　　　　　　　　　１
香料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
ジステアリルジモニウムヘクトライト　　　　　　　　　　　　　　０．５
ジメチコン／ビニルジメチコンクロスポリマー粒子被覆雲母チタン　７
シリコーン処理酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０
シリコーン処理酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
球状ポリメチルメタクリレート　　　　　　　　　　　　　　　　１０
エタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
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